
令和２年度 原子力規制委員会 主要事業ＰＲ資料集 

１．原子力規制の厳格な実施及び規制活動を支えるための安全研究の推進 
1 エネ特 原子力規制検査の体制整備事業 2.2 億円(0.9 億円) P.2 

2 エネ特 原子力安全規制情報広聴・広報事業 8.9 億円(6.3 億円) P.3 

3 エネ特 技術基盤分野の規制高度化研究事業（リスク情報の活用） 3.3 億円(2.9 億円) P.4 

4 エネ特 実機材料等を活用した経年劣化評価・検証事業 14.1 億円( 新  規 ) P.5 

２．原子力災害対策、放射線モニタリング体制の強化 
1 エネ特／一般 原子力災害等医療実効性確保事業 24.9 億円(4.8 億円) P.6 

2 エネ特 原子力発電施設等緊急時対策通信設備等整備事業  40.8 億円(34.8 億円) P.7 

3 エネ特 緊急時モニタリングの体制整備事業  13.3 億円(11.8 億円) P.8 

4 エネ特 放射線監視等交付金  75.3 億円(53.5 億円) P.9 

 

３．原子力の安全確保に係る人的基盤の強化 
1 エネ特 原子力検査官等研修事業 4.5 億円(4.2 億円) P.10 

2 エネ特 プラントシミュレータ研修事業 5.0 億円(2.7 億円) P.11 

3 エネ特 原子力の安全研究体制の充実・強化事業 30.1 億円(8.2 億円) P.12 

4 一般 原子力規制人材育成等の推進に必要な経費 3.8 億円(3.6 億円) P.13 

４．東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取組の監視等 
1 エネ特 東京電力福島第一原子力発電所の廃炉作業に係る安全研究事業 13.3 億円(10.4 億円) P.14 

2 復興 環境放射線測定等に必要な経費 10.9 億円(11.4 億円) P.15 

3 復興 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金事業  8.0 億円(8.0 億円) P.16 

 

参 考 
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•＜事業の背景・内容＞
事業の背景、必要性

改正された「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律」が令和２年４月までに施行されることに伴い、原子力事業

者等に対する従来の検査制度が新たな原子力規制検査に移行す

るため、その運用に向けて体制を整備する必要があります。

本事業は、従来の検査を実効的・効率的なものとし、新たな

原子力規制検査の体制を整備することにより、原子力の安全

性向上に資するものです。

事業内容

米国におけるリスク情報活用の手法や検査への応用について、

関係する海外機関の協力を仰ぎ、調査・研究を行い、我が国

の原子力規制検査制度におけるリスク情報の活用手法等につ

いて検討を行います。

国際会議への参加及び海外規制機関等との交流等により規制情

報を収集し、従来の検査の有効性の向上や原子力規制検査に係

る具体的手法及び制度運用の検討を行います。

令和2年度施行の原子力規制検査において使用する業務システ

ムの構築を行います。

原子力規制検査の体制整備事業
令和2年度概算要求額 ２．２億円（０．９億円）

課室：検査監督総括課

○原子力規制検査の体制整備に係る実施内容

国の検査制度

新たな検査制度

原子力規制検査
検査状況の可視化、

公表

検査の

運用改善

○検査手法の

高度化

○評価手法の

整備

検査情報
の蓄積

検査に
フィード
バック

情報の

提供

海
外
調
査

情報の

提供

原子力規制
検査業務システム
検査官による検査・
評価・報告を支援

検査スケジュール ・
タスク管理

検査による気付き事項、
指摘事項の登録

指摘事項の評価、検索

総合的な評定、報告書

パフォーマンス指標

• 使用前事業者検査の実施
状況確認

• 保安措置の実施状況確認

• 核物質防護措置の実施状
況確認

• 定期事業者検査の実施状
況確認

• 追加検査

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
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原子力安全規制情報広聴・広報事業
令和2年度概算要求額 ８．９億円（６．３億円）

長官官房総務課広報室・情報システム室

公開情報管理システム

HPからコンテンツ収集

過去のホームページ公開
資料をアーカイブ

（各事業において、専門性の高い事業者と契約）

国

民

コールセンター

原子力規制委員会ＨＰ

＜原子力規制行政＞
・会合、記者会見
・規制関連情報
・事故、トラブル情報 等

活動の評価・分析

資料、議事録

動画配信

質問・相談

回答

（Ｎアラート）

コンテンツを検索・閲覧
（マルチデバイス対応）

緊急時

＜事業の背景・内容＞

原子力規制委員会では、５つの活動原則の１つに「透明で開

かれた組織」を掲げ、意思決定を含め、規制にかかわる情報

の開示の徹底に努めています。本事業は、情報公開に関する

具体的取組を実施することで、国民の原子力規制行政への理

解・信頼回復へ資することを目的としています。

＜具体的取組の一部＞
◆ホームページでの情報発信
原子力規制委員会という組織や取り組んでいる政策、会議
の議事録や資料、動画配信、その他原子力規制行政に関する
情報を発信することで、透明性の確保を図ります。

◆コールセンターの設置
東京電力福島第一原子力発電所事故の影響を受けた被災
住民の方をはじめとする国民から個別に寄せられる問合せや
相談等に回答するためのコールセンターを設置し、より具体的
な情報提供を行うことで、信頼の回復を図ります。

◆緊急時の情報提供
大規模災害等が発生した際の原子力施設等への影響につ
いて、国民に向けて迅速な情報提供を行うための緊急情報発
信システム（Ｎアラート）を運用しています。

◆公開情報管理システムの整備・運用
ホームページ公開資料をアーカイブし、インターネットから容
易に検索可能とするシステムを運用し、意思決定過程や関連
する議論に関する資料を確認しやすい環境を整えます。

＜事業のスキーム、イメージ＞
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技術基盤分野の規制高度化研究事業（リスク情報の活用）
令和２年度概算要求額 ３．３億円（２．９億円）

担当課室：シビアアクシデント研究部門

＜事業の背景・内容＞

ＩＡＥＡによる総合規制評価サービス（ＩＲＲＳ）報告書に

よる指摘*への対応も含め、令和２年度から新たな検査

制度を開始します。新たな検査制度のために、活用する

リスク情報を順次整備していきます。

具体的には、原子力発電所の複雑なシステムのリス

クを数値化し、検査において、客観的な判断に利用でき

るよう、リスク評価するための指標等を整備するとともに、

地震等が発生した場合におけるリスク評価手法を整備し

ます。

① 検査制度へのリスク情報の活用方法の整備

検査での指摘事項（不適合の発見）の重要性を評

価するための指標及びリスク評価ツール等を整備

します。さらに、検査で活用する原子力発電所毎

のリスク情報を整備します。

② リスク評価手法の整備

地震、津波、火災、溢水等の事象の発生を対象に、

最新知見を踏まえた原子力発電所のリスクを評価

する手法を整備します。

＜事業のスキーム、具体的な成果イメージ＞

＜期待される成果＞
○ツールを利用して検査での指摘事項（不適合の発見）の重要

性を評価し、プラントの安全への影響を客観的に判断。
○リスク評価の手法を整備し、より現実に即した精緻なリスク評

価を可能にする。

*: 【勧告9 一部抜粋】 政府は、効率的で、パフォーマンスベースの、より規範的でない、リスク情報を活用した原子力安全と放射線安全の規制を行えるよう、原子力規制委員会がより柔軟に対応できる
ように、原子力規制委員会の検査官が、いつでもすべての施設と活動にフリーアクセスができる公式の権限を持てるように、可能な限り最も低いレベルで対応型検査に関する原子力規制委員会としての
意思決定が行えるようにするために、検査制度を改善、簡素化すべきである。（以下略）

＜条件（対象者、対象行為、補助率等）＞

国 民間団体等
委託・請負

配管から漏えいが発生した場合の
リスク情報の評価例原子炉格納容器

主蒸気管

給水管

原子炉
圧力容器

原子炉
再循環系

制御棒
駆動機構

圧力制御室
スプレイ

残留熱除去系

熱交換器対処設備①

対処設備②

○

○

×
（確率B）

なし

なし

あり

発生
（確率A）

事故

事故の発生
対処設備①

の稼働
対処設備②

の稼働

×
（確率C）

×
（確率ｎ）

○

炉心の損傷

なし

リスク情報：炉心損傷の確率＝A×B×C・・×n 
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＜事業の背景・内容＞

○原子力規制委員会は、「核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律」及び「実用発電用原子炉の設置、

運転等に関する規則」に基づき運転期間延長認可申請書の

審査、事業者が実施する高経年化技術評価に係る妥当性の

確認を行います。このため、常に最新の技術動向を踏まえ

て知見を整備し、評価手法を検証することが求められます。

○本事業では、長期供用に伴い顕在化し、発電所の安全性の

低下を引き起こす可能性のある経年劣化事象に着目し、特

に原子炉圧力容器、ケーブルなどの絶縁材料及び炉内構造

物を対象に、既存の劣化評価手法の妥当性を検証するとと

もに、国内で廃止措置中の原子力発電所等から、実機材料

を採取して試験・分析を行い、経年後の機器の健全性に関

する知見を蓄積することを目的としています。

○これらの課題に取り組むため、以下を実施します。

①電気・計装設備の健全性評価に関する知見蓄積

②炉内構造物の健全性評価に関する知見蓄積

③原子炉圧力容器の健全性評価に関する知見蓄積

④材料劣化等の高経年化対策技術に係る継続的な情報収集

実機材料等を活用した経年劣化評価・検証事業

令和２年度概算要求額 １４．１億円（新規） 担当課室：システム安全研究部門

＜事業のスキーム、具体的な成果イメージ＞

国 民間団体等

委託・請負

＜条件（対象者、対象行為、補助率等）＞

ケーブル

高経年化技術評価・運転期間延長認可申請の審査等において、
必要となる知見・技術等の抽出（戦略的に重要な研究を実施）

上記を踏まえ、実施すべき研究及び技術調査の実施

評価手法等の技術的妥当性を検証し、
新たな評価手法の策定など、知見を整備

高経年化技術評価・運転期間延長認可申請の審査に活用・反映

ケーブルの絶縁材
（①、④）

炉内構造物の
ステンレス鋼（②、④）

原子炉圧力容器（③、④）

請負での調査や学術会議
などに参加し情報収集

実機材などの材料特性を
収集・分析・評価

学術会議などで発表、論文、
技術報告書などの作成

主な対象機器及び材料（PWR)

給水ノズルの低合金鋼
及び炭素鋼（④）

コンクリート構造物（④） １次冷却材管の
ステンレス鋳鋼（④）
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原子力災害等医療実効性確保事業
令和2年度概算要求額

一般会計分０．２億円（０．２億円） 特会分２４．８億円（４．６億円）※平成30年度補正１６．４億円
担当課室：放射線防護企画課、放射線規制部門

事業の背景・内容

事業のスキーム

国 補助
業務委託

（１）基幹高度被ばく医療支援センター、高度被ばく医療支援センタ
ー及び原子力災害医療・総合支援センター施設設備整備事業

本事業により整備される施設設備は、原子力災害時に対応す
る医療従事者への専門研修を実施する際に使用するものであ
り、これら研修により、被ばく医療機関の要員を育成し、原子力
災害時における被ばく傷病者への効果的な専門治療の実施を
可能とするものです。具体的には主に以下の事業を行います。
・基幹高度被ばく医療支援センターに線量評価や除染等の専門
治療に必要な専門施設設備、資機材等の整備を行います。
・高度被ばく医療支援センターに線量評価や除染を行う専用除染
施設設備、資機材等の整備を行います。

（２）原子力災害時医療研修・訓練等事業

・地域における研修等の講師や中核人材を育成するための原子
力災害時の専門研修等を実施します。
・研修が効率的・効果的なものとなるよう研修の体系化及び一元
的管理等を行うことにより、研修の充実化を図ります。
・原子力防災訓練への参加を通じた原子力災害時医療に関する
実地訓練等を実施し、その実効性の向上に努めます。

（３）原子力災害時医療体制実効性確保等事業
・原子力災害時医療体制の連携強化を図ります。
・支援センターの機能強化により、原子力災害時医療体制の更な
る充実化、高度化を図ります。
・統合原子力防災ネットワークシステムの維持管理をします。

（４）被ばく傷病者対応研修等放射線防護措置研修事業（一般会計
分より支出）
・RI施設において被ばく傷病者が発生した場合、被ばく傷病者を
医療機関が円滑に受け入れられるよう、救急搬送と医療機関の
対応能力の向上を図るため、平成３１年度に作成した対応等研
修テキストの見直しと被ばく傷病者対応研修を行います。

具体的な成果イメージ

東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓等を踏まえ、被ばく医療
体制を抜本的に見直し、平成２７年８月に原子力災害対策指針の改正
を行うとともに、高度被ばく医療支援センター及び原子力災害医療・総
合支援センターの指定を行いました。
指定後３年経過した状況等を踏まえ、原子力災害対策指針の改正を
行うとともに、両支援センターの役割を強化することで、効果的かつ総合
的な機能強化を行いました。
被ばく医療体制において、これら支援センターの総合的な機能強化や
専門施設設備、資機材等を新たに整備することで、原子力災害時の医
療体制の持続可能性を確保するとともに、RI事故等に対応可能な全国
的な医療体制整備を行い、原子力災害等対策の更なる実効性の向上、
充実化を図ります。

連携

協力 協力協力

原子力災害拠点病院

原子力災害医療協力機関

高度被ばく医療
支援センター

原子力災害医療
・総合支援センター

・救急医療や被ばく医療
の提供
・「原子力災害医療派遣
チーム」の配置
・各道府県が指定

・各道府県が行う原子
力災害対策に協力
・各道府県が登録

支援
・高線量被ばく傷病者
の診療
・高度専門的研修の
実施

・国が指定

・「原子力災害医療派遣
チーム」の派遣調整
・「原子力災害医療派遣
チーム」の養成
・地域及び全国ネット
ワークの構築
・国が指定

・高度被ばく医療支援
センターの中で中心
的・先導的役割を担う
・高度専門人材の育成

・国が指定

基幹高度被ばく
医療支援センター

基幹高度被ばく医療支援センター
高度被ばく医療支援センター

原子力災害医療・総合支援センター 等

[原子力災害医療の枠組み]
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事業の背景・内容

○事業の背景

原子力施設において、緊急事態が発生した場合には、住民の

安全確保等の応急対策を迅速に講じる必要があることから、

国、自治体、原子力事業者等が迅速かつ的確に情報を収集・

共有を行うために、緊急時対策拠点の通信設備等の整備維持

管理を行うとともに、より強化を図ることが必要です。

○事業の内容・実施項目

緊急時の対策拠点となる官邸、原子力規制庁緊急時対応セン

ター （ ERC） 、現地対策本部の拠点となるオフサイトセンター

（OFC）、プラント情報の収集等を行う緊急時対策支援システム

（ ERSS） 等の通信設備の整備維持管理及びその強化を図りま

す。

［今回必要となる強化のポイント］
• 女川ＯＦＣ竣工に伴う通信回線費用の確保

• 固定型衛星通信システムの拡張後に伴う回線費用の確保

• 固定型衛星通信システムの更新（８拠点）

• 官邸BCP対策

具体的な成果イメージ

①緊急時における対策拠点の通信設備等の整備維持管理

ＴＶ会議システム等通信設備 ＥＲＳＳによるプラント情報表示イメージ

原子力発電施設等緊急時対策通信設備等整備事業
令和2年度概算要求額 ４０．８億円（３４．８億円）

担当課室：長官官房総務課 情報システム室
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＜事業のスキーム＞

＜具体的な成果イメージ＞

＜事業の背景＞

○ 原子力災害対策指針では、空間放射線量率等計測可能な

値で表される運用上の介入レベル（ＯＩＬ）が設定され、これ

に基づき緊急時防護措置を迅速に実行できるような意思決

定の枠組みが示されており、その判断材料の提供等のため、

国、地方公共団体等が連携して、原子力災害が発生した直

後から緊急時モニタリングを実施することとしています。

○ また、国は、緊急時モニタリングの結果の集約及び迅速な

共有のための仕組みを整備するとともに、その結果を分かり

やすく公表することとしています。

＜事業の内容＞

○ 緊急時モニタリングを含む環境放射線モニタリングの結果

の集約・共有・公表を効率的に実施できる情報システムを改

修・整備するとともに、必要な時に適切に利用できるよう維

持管理を行います。

○ 緊急時に備え、緊急時モニタリングに必要な資機材等の維

持・管理等を行います。

○ また、緊急時モニタリングの実施に必要な機能を集約した

緊急時モニタリングセンター等の体制の整備・維持を行うと

ともに、体制の強化を図ります。

緊急時モニタリングの体制整備事業

令和2年度概算要求額 １３．３億円（１１．８億円）※平成30年度補正予算１．１億円
担当課室：監視情報課

国 民間団体等委託・請負

＜自治体等＞

可搬型モニタ
リングポスト

走行
サーベイ

サーベイ
メータ

テ
レ
メ
ー
タ

等

緊急時モニタ
リングセン
ター等
現地拠点

官邸

モニタリン
グポスト

原子力規制
庁緊急時対
応センター

情
報

共
有

緊急時放射線モニタリング
情報共有・公表システム

情
報

共
有

緊急時における迅速な判断・意思決定に資する

表示・公表
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原子力発電施設、サイクル施設又は試験研究炉等の周辺にお

ける放射線量の影響を調査するため、原子力発電施設等周辺の

放射線量調査並びに空気中、水中その他の環境における放射性

物質の濃度変化の状況の調査及び変動要因の解明に関する調

査研究を行うとともに、それらを行うために必要な施設、設備及び

備品の整備を行います。

（交付対象道府県）

原子力発電施設等がその区域内に設置されている、若しくは設置

が予定されている道府県又は隣接府県が対象となります。

立地：１６道府県（北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城県、

新潟県、神奈川県、静岡県、石川県、福井県、大阪府、岡山県、

島根県、愛媛県、佐賀県、鹿児島県）

隣接：８府県（富山県、岐阜県、滋賀県、京都府、鳥取県、山口

県、福岡県、長崎県）

放射線監視等交付金
令和2年度概算要求額 ７５．３億円 （５３．５億円）

担当課室：監視情報課 放射線環境対策室

事業の背景・内容

事業のスキーム

具体的なイメージ

国 交付 立地道府県等

〇空間放射線量測定
放射線監視のためのテレメータシステムを配備し、原子力発電施設等周辺の空
間放射線量を常時、監視します。

〇環境試料の放射能測定
原子力発電施設等の周辺で環境試料（土壌、雨水、海水、農産物、海産物等）
を採取し、放射性物質の測定・分析を行います。

データベースサーバ

集計・加工サーバ
データ転送サーバ

放射線監視施設

住民向け表示

モニタリングポスト

インターネット上での
公開

【31年度の実質的な予算（78.5億円）】
内訳：平成31年度分53.5億円

平成30年度補正予算の31年度への繰越分 25億円

モニタリングカー
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○原子炉等規制法の改正により、原子力規制委員会が

事業者の保安活動全般を常時チェックできるよう検

査制度の見直しを行い、令和2年度から新たな制度が

開始されます。

○これに合わせて新たな検査制度に対応しうる原子力

検査官の力量を担保するため、米国の制度も参考に

して、国際的に遜色のない原子力検査官の育成・資

格審査の仕組みを整備しています。

原子力検査官等研修事業
令和2年度概算要求額 ４．５億円（４．２億円）

課室：原子力安全人材育成センター

＜事業のスキーム＞

国

委託・請負

民間団体等

＜事業の背景・内容＞

検査官等の育成・資格認定の仕組みに基づく研修

の実施や研修教材等の開発・整備

原子力規制に関する人材育成に資する調査業務

訓練施設の運営・維持管理

訓練設備を活用した実践的な研修の実施

• 原子力発電所機器保全に係る検査実習
• 原子力発電施設の主要機器モデル実習
• 非破壊検査実習 等

＜具体的な成果イメージ＞

○本事業においては、原子力検査官を含む原子力規制

委員会職員の育成のために整備した仕組みに基づく、

研修の実施、より高度な専門性を有する人材の育成

に係る研修カリキュラムや研修教材の開発・整備、

調査等を行うとともに、原子力施設の主要機器模型

等を活用した実践的な訓練を実施し、原子力検査官

等の専門能力や規制業務の専門性を高め、原子力の

安全確保に貢献します。

○また、国が整備した訓練施設の運営及び設備の維持

管理業務等、訓練実施環境の整備を行います。

（資格付与に係る教育訓練のイメージ（基本資格））

共
通
基
礎
・共
通
習
熟

技
術
習
熟

資

格

付

与

（口
頭
試
問
）

課
程
修
了
審
査

合
格
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＜事業の背景・内容＞

○ 東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえ、

原子力規制委員会職員として原子力の安全規制に携わ

る人材の専門能力向上を図るために整備した研修用プ

ラントシミュレータを活用することにより、原子炉の

動特性を理解し、プラント状態の適切な認知と把握及

び安全・管理リスクを推測できる能力を身に付けた人

材を育成することを目的としています。

○ 新規制基準に基づく安全対策の仕組み、事故時のプラ

ント状態や進展予測のための実践的な研修を行うため

に、整備したシミュレータの維持管理、改造等の整備

を行います。

○ 各地方事務所においてリーダー的存在となる検査官を

育成するために、より事業者の環境に近い専門訓練機

関において知見を活用した長期的な研修を実施します。

＜事業のスキーム、具体的な成果イメージ＞

国 民間団体等
委託・請負

（研修用プラントシミュレータ及び研修実施風景）

プラントシミュレータ研修事業
令和2年度概算要求額 ５．０億円（２．７億円）

課室：原子力安全人材育成センター
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＜事業の背景・内容＞

• 原子力規制委員会では、研究機

関や大学等、外部への委託・請

負を中心に安全研究を行ってい

るため、研究職員が携わる内容

が制限されることや研究ノウハ

ウが蓄積されにくいこと等の課

題があります。

• そこで、原子力規制に必要な知

見の整備及び研究職員の人材育

成により研究体制の充実化を図

るため、昨年度より研究の在り

方を見直し、技術支援機関（Ｔ

ＳＯ）である国立研究開発法人

日本原子力研究開発機構との連

携を強化するなど共同研究体制

の充実・強化を図り、審査・検

査等の規制ニーズに機動的に対

応した安全研究の実施、研究職

員の研究ノウハウの蓄積を行い

ます。

原子力の安全研究体制の充実・強化事業
令和２年度概算要求額 ３０．１億円（８．２億円）

＜共同研究のテーマ例＞

シビアアクシデント時のソース
ターム評価に関する研究

原子力施設耐震評価用モデルの
妥当性確認に関する研究

主な試験装置：地震観測装置、観測ﾃﾞｰﾀの送信装置

安全性向上評価等のガイド
の改正等に資する。

原子炉等規制法に規
定された「坑道の閉鎖
に伴う措置」に係る具
体的な規制の実施に
資する。

主な試験装置：粒子濃度測定装置

事故時のソースターム評価及び
環境影響評価に資する。

担当課室：技術基盤課

地盤・建屋・機器の地震
観測システムの整備

観測記録を活用した耐震評価用
モデルの妥当性評価手法の確立

廃棄物埋設の坑道閉鎖措置確認に係る研究

主な試験装置：
比抵抗探査、３次元反射法探査装置
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＜事業の背景・内容＞

○我が国において原子力を利用するに当たり、原子力規制委員

会は、常に世界最高水準の安全を目指すべく、原子力に対する

確かな規制を行っています。

○今後も原子力規制を着実に実施していくためには、原子力規制

委員会職員のみならず、広く原子力安全及び原子力規制に必

要な知見を有する人材を育成・確保していくことが重要です。

○このため、国内の大学等と連携し、原子力規制に関わる人材を

効果的・効率的・戦略的に育成することを目的とした人材育成

事業を推進します。

＜事業のスキーム、具体的な成果イメージ＞

○事業のスキーム

○実施体制

原子力規制人材育成事業
令和2年度概算要求額 ３．８億円（３．６億円）

課室：長官官房人事課

○具体的事業

・原子力規制委員会が定めた規制基準等に関連する科学

的・技術的知見を、原子力施設の設計・管理や安全確保
に着実に適用できる人材を育成するための教育研究プロ
グラム（安全規制（Safety）のみならず、核セキュリティ（
Security）、保障措置（Safeguards）も含む）

・国際的な仕組みや国際標準の検討に参画し、我が国で

実施されている原子力規制に最新の国際的な知見を取り
入れるための教育研究プログラム

・東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた

中長期的な廃炉技術、環境モニタリングなどを、原子力規
制の観点を十分に取り入れた技術とするために必要な知
見に関する教育研究プログラム

・原子炉のみならず、多様な放射線利用と人間・環境・放射

線との関わり、放射線防護などに関する知識・実践にか
かる教育研究プログラム

・他の分野（地震・津波・火山等の自然科学、一般産業の安

全に関わる理工学、リスクコミュニケーション等の社会科
学など）の技術や知見を原子力規制や原子力安全に活か
すことができる人材を育成するための、分野横断的な学
際的教育研究プログラム

原子力規制委員会

大学、国立研究開発法人等

公募 応募 採択・補助
金交付

国
補助金交付
（定額） 大学等
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＜事業の背景・内容＞

○東京電力福島第一原子力発電所1～3号機では、炉心が損

傷・溶融し、多量の燃料デブリ(核燃料と炉内構造物やコン

クリート等が溶融し再度固化したもの)が原子炉圧力容器下

部や原子炉格納容器内部に存在しており、令和3年以降に小

規模な取出しが開始される予定です。その数年後には放射

性核種放出の可能性を伴う取出し作業が計画されています。

○燃料デブリが取り出される場合には、燃料デブリ性状（核

燃料や炉内構造物の混合割合など）の組合せによっては燃

料デブリからの放射線の放出挙動が変わることから、燃料

デブリ取出しの際の被ばくリスクを評価するための基礎

データを整備します。また、安全に取り出せる燃料デブリ

の量を実験で確認することで廃炉作業の安全性向上に役立

てます。 (図1)

〇廃炉作業に伴う処理・管理・輸送の対象となる廃棄物の放

射能濃度評価方法に係る技術的知見を蓄積します。

〇国会・政府事故調において引き続き検証等が必要とされて

いる事項等について継続的に詳細な分析・評価を行い、事

故の原因究明を行い、必要に応じて、原子力規制の向上に

資します。格納容器からの放射性物質の漏えい経路等の基

礎データを整備します。

東京電力福島第一原子力発電所の廃炉作業に係る安全研究事業
令和２年度概算要求額 １３．３億円（１０．４億円）

担当課室：システム安全研究部門

＜事業のスキーム、具体的な成果イメージ＞

＜条件（対象者、対象行為、補助率等）＞

国 民間団体等
委託・請負

図1 試験炉におけるデブリ模擬体を用いた実験の進め方例

（一部国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の公開資料より抜粋）

成分や形状の
異なるデブリ

放出される放射線の
放出挙動について調
べ、安全に取り出せ
る燃料デブリの量を
確認します。

放射線

試験炉での
現象の再現

炉心タンク

装荷

ウラン燃料棒＋
構造材棒

可動装荷物駆動装置

デブリ
模擬体

デブリ模擬体分析設備

デブリ模擬体調製設備
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・ 東京電力福島第一原子力発電所周辺地域の早期環境回復、生活環境へ

の不安解消に応えるため、福島県を中心に整備したリアルタイム線量測定
システム及び可搬型モニタリングポストの常時正常稼働の維持、再配置等、
稼働状況の調査を行い、測定した放射線量を公表し、国民に対して正確な
情報を継続して提供を行っている。

• 2018年3月20日の原子力規制委員会において決定したリアルタイム線量
測定システム配置の見直しの方針について住民説明会を2018年に15市町
村で計18回実施し、各市町村において、リアルタイム線量測定システムの再
配置等は現時点では受入れ困難な状況である意見が大半を占めた。

• 2019年5月29日の原子力規制委員会において、2021年度以降もリアルタイ
ム線量測定システムを当面存置することを決定した。そのため、今後は可搬
型モニタリングポストとリアルタイム線量測定システムの機器更新及び修繕
を進め、測定結果の迅速な公表等に努める。

環境放射線測定等に必要な経費
令和２年度概算要求額 １０．９億円（１１．４億円）

担当課室：監視情報課 放射線環境対策室

事業の背景・内容

事業のスキーム

具体的なイメージ

リアルタイム線量測定システム
（福島県内 2,983台）

可搬型モニタリングポスト
（福島県内 578台・福島隣県 130台）

国 民間団体等

請負・委託・各測定器の維持・管理
・測定器の監視 等

ウェブサイト上で測定結果を公表

○リアルタイム線量測定システム

データサーバ

インターネット網インターネット網

線量計（通信タイプ）

○可搬型モニタリングポスト

インターネット網インターネット網

データサーバ

可搬型モニタリングポスト
（通信タイプ）

（原子力規制委員会HP「全国及び福島県の空間線量測定結果」で公表中
https://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/index.html ）
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＜事業の背景＞

○原子力災害対策本部による避難指示区域等の見直しが完
了し、今後住民の帰還が本格化することが見込まれるこ
とから、安心の観点より住民のニーズに応じたきめ細か
な放射線モニタリングを実施する必要があります。

○このためこれらの地域において、福島県及び市町村が住
民のニーズを踏まえ、放射線モニタリングに関する使途
等を柔軟に選択・実施できるよう、福島県に対し必要な
経費を交付します。

＜事業の内容＞
（１）住民の個別要望に応えたモニタリングの実施に必要
な費用を交付します。

（２）土壌等の環境試料のモニタリングに必要な機器の整備
及びストロンチウム等の核種分析をするための費用を交
付します。

＜事業のスキーム＞

原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金事業
令和２年度概算要求額 ８．０億円（８．０億円）

担当課室：監視情報課

＜具体的な事業イメージ＞

国 福島県
交付金

※県が創設した
基金に対し国費拠出

※基金を財源として、
県、市町村が環境放射線
モニタリング事業等を実施

県、
市町村

帰還する住民の安心の確保

◆住空間（住宅・生活道路等）周辺の
放射線モニタリングの実施

国
福島県

（※基金を創設）

活用

交付金

県は県全域の放射線モニタリング等を実施
市町村は住民のニーズ等により自主的に放射
線モニタリングを実施

◆土壌を対象とした放射線モニタリングの実施

＜支援対象事業例＞

◆住民のニーズある地点等の詳細調査モニタ
リングの実施
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